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は賃金の減額がなされることが原則lであるが， 勤務しない場合

でも， 特に勤務 した もの とみなされて，賃金を減額されない場

合がある。賃金を減額される欠勤を無給欠勤 とレレ， 賃金の減

額のない欠勤を有絵欠勤 と L 寸。以下有給欠勤と無給欠勤とに

分けて説明を加える。

1 有給欠勤

広義には同l(の祝日 ・ 年次有給休暇等法律によって定められ

た休日休暇等をも含んで賃金の減領されないすへての欠勤をい

うが，狭義には凶鉄部内で ，欠勤して も特に給与を減'M しない

と承認している欠勤をいう。

勤務および休暇規程第 6 条では， 該当事 I lJ を 18 種褐げて，そ

れらの事山によ っ て L勤務 しない場合は，その H が公休日でな

し、かぎり ， これを勤務したものとみなす。7 と定めている。 こ

れは擬jt;IJによ って勤務があ っ たものと同様の効果を認めている

わけで， したがって ， その種の欠勤には給与の減額はなされな

いのである。|司視艇に定められた布給欠勤は広義の意i床の有給

欠勤である。おもな有給欠勤には凶L(の祝['l，年休，公民権行

使のための欠勤，分ベん欠勤， 'U'j!休暇， 公{易病欠勤， 1 9í嵐長

において n十副し，かっ実施する職員の教育 ・ 訓練 ・ 保健 ・ 元気

回復・ 安全保持およびj享坐に|刻する行事に参加するための 1\!i' IMl

の欠勤，忌引欠勤等がある。また労使 1，司の協定により有給欠勤

として結婚休暇を，12.めてレる。その他懲戒規程に定めた弁明弁

護のための欠勤がある。なお賃金規位では， 特に私傷病により

勤務 しない場合において，勤務 しない 円が引統き 90 1:1 (勤続年

数が 10 年以上の者については 180 日)の範DIW'Jで医師の証明書

に)，~づL 、て所総長が般少限度必要 と 認める日，またはI\，'HM!につ

L 、ても賃金を減額しないことを;どめており， これも賃金の減額

がないと L 、う怠味では有給欠勤である。

数日にわたる有給欠勤の !PJlj; J を 〉どめる場合，その加JlHl 'l'に公

休日 および他の有給欠勤があっても， JU)間には影避しないとい

う取似し、を原則 としているが， 2 11 の *， 1 ;婚休暇f二(十は ， 公休日

を除いて 2 日間与えることにしている。

2 無給欠勤

有給欠勤以外の欠勤 C'，賃金がil長官íi される欠 1!JJ 士 L ヴ。

無給欠勤のおもなものには， )控参 ・ 欠務・中I.)g . 事故欠草1) ・

不参欠勤等がある。

事赦欠皇1)之は私.~の都合により勤務しない場合で，寸、参欠勤

とは無J，~または j(!'fi.eを与えて L 、ない日の欠'f)J 1n ' う。

3 列車{?と欠勤との |剥係

対給は 、ド素の勤務成縦士考!合し て f j なわれるが，私IMJ丙欠勤 ・

事故欠勤 ・小参欠勤がそれぞれ定められた日数以上ある場合に

は， ~I給欠給条項に該当する。 (重松万舟生)

けつごうゆそう 結合輸送 観光旅行の 場 fT，利川1する

凶鉄鉄道線とjJA$)i臼動車または他の迎愉機IJ) とを刺 lみ合わせ，

発駅から 日的地(観光地)ま でを ← ・貸して輸送するこ と。

結合輸送は，制光旅客の平1)使 と |叫欽の常業l竹進をはかるため

に ， 1:[;1欽が観光地を指定し，発地からm\!光地までの全行~:を通

じて，原則l と して列車等の陀席を縦til して輸i基することを 11 的

として ， 昭和 35 ・ 31こ始めたものである。この怖送形態は. 発

地・ 観光地11\1 のfJ似の場ft と片道の場合とがあって ， 発化する

乗車券等は， 一般の場合と典なリ ，旅行に必裂な iI通乗車券・

急行券お よびH<. llì，' j行'止券を ー A柴化した特殊様式のものをHlレ ，

旅客運賃も l 割以内の訓 11 となっ て いる。

また観光地じおいて宿泊を1t う場合は， 旅館券等をも制lみ合

わせ， *セット旅行券として ft ，/，じすることがある。

(1- ;川 11 雄)

ケネディうんゆきょうしょ ケネディ還隣教書 (英)

The President's Message (The Transportation System of Our 

Nation) on April 5, 1962 1961 年に就任したアメリカ合衆国

(以下米国とする)第 35 代大統飢 ジョン ・ エフ ・ ケネディが 1962

年に泌会に送った米悶の公通政;l)'に関する丘言で ある。

米 11<\におけるこの方式の政策宣言を一般に教書というが，わ

が閃ではこの宣言を L ケネディ運輸教jl}l と呼んでし、る。

この教 l'i=は 冒頭に L米 lïil， t話会へ1 と 泌する総折的見解を示し，

次に L似本(i<J1司家交通政策1 の大J頁 11 の下に順次 L都市間交通l，

L都市交通l， Ll ll~祭5ë通l ， L労働関係およびその調査研'先l.L結

論1 とレ う項 1\ に分付て，広範な交通政策に関する所見方:展開

されている。この教tJ /J ~I H されたIcr ::l を なす米同交通界には，

1930 年代以来の多くの !日l胞が包蔵されていたが， その中心をな

すものは自動車 の，':.1，(敢な 1U民主これがために大きな影響を受け

た鉄道の流しし、純然君、化とに関連するものである。米悶の鉄道

は， 1 '\ !llIJ牢の ，i';i.t 激な発 }J~のために， 1920 年代から急速にその勢

力範閣が}I 締さ れてきた。政府は 1933 年に緊急運輸法 (Emer

gency Transportation Act) を制'どして，鉄道の復活のために

種々の対策を調作家l議したが， 卜分な f lfド]を速することができ

す， その成果のお もなも のは 1 935 1fの自動車運送人法 (Motor

Carriers Act) で ， これは州際交通法の . m~ として泊加!され，

11 動中泌;;.;人をrt泊と I"JUiに州際公通委員会の規制の下におく

こ とを\ \ 的と した ものて' ;1;，った。

その iを 1940 午に 1 141)1 ;j(↑運送人もまた問委員会の規制l下に

おかれ， 1，;)1\与に州際交通法の Ijíl 文に LI~家迎輸政策7 を宣言 し

て ， ー花、州際公:通法ヵ:鉄道 ・ パ イ プラ イン・ \ '1 ill!J車 ・ 凶 l付水運

を州際公:通委員会の ドに統合して ， 規制lするとし、う形式だけは

終えられた。 LiJ るし ， それはほとんど形式だけで，脱(1;1) の l什符

は 11 1 態依然たる位、 ;1 ;1)tこ以づく ものにす ぎず， と うて L 、各傾の交

通機|弘|を総介し た 品~~MドJ免Mを JU)待で きる ような状態ではなか

った。当時の治会もこれをd、めて，さらに交通政策の検，;.tを続

けさせる fこめに 1940 年に交通に/)l)する L研究調 i革委員会(Board

of Investigation and Research) l を fd位した。この委員会 It ，

多 くの 参J?!，'とすべ き州jë資料を残したが，報告を担l l H するこ と

なく 1944 iJ・116 11 さ.Ilた。

第 2 次大I成後の 1 954 1\ ア イゼ γハワ一大統制は， 交通r，~)足j

の 似イメ{ドJjli紋 J ，I の 必要 を，認めて L交通政策ならびに交通組織に

1\\1す る大統町!lf西川委員会1 を l没けたが， これは 1955 年に械的

(Weeks Report ) を拠 III している 。 モの後各!リf てれ研究が行なわ

れ ， 1958 "F-Smathers Report, 1 959 司三 Kilday Report , 1961 

年 Doyle Report ~\、があ L 、つ L 、む米同の交通l問題に|対する報告

やrÔJ店主~1rな って L 、る。これら多 くの報告は，レずれも清交通

機関に対する政J(.fの則(1;1)を緩和すること ，各ト'Ti交通機関の鋭争

力をよ り 大きく発長j(させる こと に1Jl，I，lf，をおい ているこ とで全く

」致しているとし、われてし、る c

か く して JJli'I :の 米 I I Jは数多 くの交通mH亙iをかかえてし、るので

あるが，その具体的なJJl象は，鉄道の主主4J，道路ひっぱく ， そ

して *.\に流 しレ郷市交通の危機状態咋であるとされている。こ

のような背尽の ドに，ケネディ教 l'!'は w されたのであるが， こ

の教j!lが I: ， ;Lのよ うな J仁川の現在公通問題解決の緊急性に主主づ

したものである乙とはいうまでもなく ， l，i) I\，'fに miにあげた多く

の報告や!r)J(当を市 'æな資料としたものであることも推測に難く

ない。まず教J; の'Ó"l'ßi(iこは米国における交通の貫工要性を強調し，

現存.の"丹交通除1)\1に対する脱iI;IJか，過去半位紀間の投術変革や

自立下十持活の変化を反映 してし、 ないlI!j 代遅れの立法と無秩序な規

;1;1) の継ぎはぎ紺l じであるニとをftTl尚し，議会に強くその lヰ認識
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